
実施基準 各社比較     添付２ 火災，内部溢水，火山影響等，その他自然災害及び有毒ガス対応等に係る実施基準  東京電力 HD 

 

 

 

九州電力（株）玄海発電所  

（令和２年４月） 
四国電力（株）伊方発電所  

（令和元年７月） 
関西電力（株）大飯発電所 

（令和元年９月） 

東京電力ＨＤ 柏崎刈羽原子力発電所 

（案） 
備考 

ツ 火災鎮火後の原子炉施設への影響確認 

各第二課長は、原子炉施設に火災が発生した場合は、火

災鎮火後、原子炉施設の損傷の有無を確認するとともに、

その結果を所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

テ 地震発生時における火災発生の有無の確認 

各第二課長は、最寄りの気象庁震度観測点において震度

５弱以上の地震が観測された場合、地震終了後、原子炉施

設の火災発生の有無を確認するとともに、その結果を所長

及び原子炉主任技術者に報告する。 

 

 

 

 

 

ト 保守管理、点検 

防災課長、保修第二課長、発電第二課長及び土木建築課

長は、火災防護に必要な設備の要求機能を維持するため、

保守管理計画に基づき適切に保守管理、点検を実施すると

ともに、必要に応じ補修を行う。 

 

 

 

 

ナ 火災影響評価条件の変更の要否確認 

(ｱ) 防災課長は、設備改造等を行う場合、都度、内部火災影

響評価への影響確認を行い、評価結果に影響がある場合は、

原子炉施設内の火災によっても、安全保護系及び原子炉停

止系の作動が要求される場合には、火災による影響を考慮

しても、多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失う

ことなく、原子炉を安全停止できることを確認するために、

内部火災影響評価の再評価を実施する。 

(ｲ) 防災課長は、評価条件を定期的に確認し、評価結果に影

響を及ぼす可能性がある場合は、発電所敷地内外で発生す

る火災が安全施設へ影響を与えないこと及び火災の二次的

影響に対する適切な防護対策が施されていることを確認す

るために、外部火災影響評価の再評価を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 定期的な評価 

(1 ) 各第二課長（発電第二課当直課長を除く。）及び設備管

理課長は、1. 1 項から 1 .5 項の活動の実施結果につい

て、防災課長に報告する。 

(2 ) 防災課長は、1.1 項から 1. 5 項の活動の実施結果を取

りまとめ、１年に１回以上定期的に評価を行うとともに、

評価結果に基づき、より適切な活動となるよう必要に応じ

て、火災防護計画の見直しを行う。 

 

1.7 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

各第二課長は、火災の影響により、原子炉施設の保安に重大

な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は、所長、原子

炉主任技術者及び関係課長に連絡するとともに、必要に応じ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 定期的な評価（３号炉） 

(1) 各課長は，1.6 項の活動の実施結果を取りまとめ，１

年に１回以上定期的に評価を行うとともに，評価結果

に基づき必要な措置を講じ，防災課長に報告する。 

(2) 防災課長は，1.1 項から 1.5 項で定めた事項につい

て１年に１回以上定期的に評価を行うとともに，評価

の結果に基づき，より適切な活動となるように必要に

応じて火災防護計画の見直し等必要な措置を行う。 

 

1.8 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置（３号炉） 

各課長は，火災の影響により，原子炉施設の保安に重大な

影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，所長，原子

炉主任技術者および関係課長に連絡するとともに，必要に

ｕ．火災鎮火後の原子炉施設への影響確認 

各課（室）長は、原子炉施設に火災が発生した場合は、

火災鎮火後、原子炉施設の損傷の有無を確認するととも

に、その結果を所長および原子炉主任技術者に報告する。 

ｖ．地震発生時における火災発生の有無の確認 

各課（室）長は、最寄りの気象庁震度観測点において震

度５弱以上の地震が観測された場合、地震終了後、原子

炉施設の火災発生の有無を確認するとともに、その結果

を所長および原子炉主任技術者に報告する。 

 

 

 

 

 

ｗ．保守管理、点検 

各課（室）長は、火災防護に必要な設備の要求機能を維

持するため、保守管理計画に基づき適切に保守管理、点

検を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。 

ｘ．火災影響評価条件の変更の要否確認 

 

 

 

 

(a) 内部火災影響評価 

安全・防災室長は、設備改造等を行う場合、都度、内部

火災影響評価への影響確認を行い、評価結果に影響があ

る場合は、原子炉施設内の火災によっても、安全保護系

および原子炉停止系の作動が要求される場合には、火災

による影響を考慮しても、多重化されたそれぞれの系統

が同時に機能を失うことなく、原子炉を安全停止できる

ことを確認するために、内部火災影響評価の再評価を実

施する。 

 

 

 

 

(b) 外部火災影響評価 

安全・防災室長は、評価条件を定期的に確認し、評価結

果に影響がある場合は、発電所敷地内外で発生する火災

が防護対象施設へ影響を与えないことおよび火災の二次

的影響に対する適切な防護対策が施されていることを確

認するために、外部火災影響評価の再評価を実施する。 

 

 

１．２．６ 定期的な評価（３号炉および４号炉） 

(1) 各課（室）長は、１．２．１項から１．２．５項の活動

の実施結果について、安全・防災室長に報告する。 

(2) 安全・防災室長は、１．２．１項から１．２．５項の活

動の実施結果を取りまとめ、１年に１回以上定期的に評

価を行うとともに、評価結果に基づき、より適切な活動と

なるように必要に応じて、火災防護計画の見直しを行う。 

 

 

１．２．７ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置（３

号炉および４号炉） 

各課（室）長は、火災の影響により、原子炉施設の保安に

重大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は、所長、

テ．火災鎮火後の原子炉施設への影響確認 

各ＧＭは，原子炉施設に火災が発生した場合は，火災

鎮火後，原子炉施設の損傷の有無を確認するとともに，

その結果を所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

ト．地震発生時における火災発生の有無の確認 

各ＧＭは，発電所周辺のあらかじめ定めた測候所等に

おいて震度５弱以上の地震が観測された場合，地震終了

後，原子炉施設の火災発生の有無を確認するとともに，

その結果を所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

ナ．定事検停止時等における運用管理 

原子炉安全ＧＭは，定事検停止時等の作業に伴う防護

対象設備の不待機や扉の開放等，影響評価上設定したプ

ラント状態の一時的な変更時においても，その状態を踏

まえた必要な安全機能が損なわれないよう管理を行う。 

ナニ．保守管理，点検 

各ＧＭは，火災防護に必要な設備の要求機能を維持す

るため，保守管理計画に基づき適切に保守管理，点検を

実施するとともに，必要に応じ補修を行う。 

なお，格納容器内に設置する火災感知器については，

起動時の窒素ガス封入後に作動信号を切り替え,次のプ

ラント停止後には速やかに健全性を確認し機能喪失し

た火災感知器を取り替える。 

ニヌ．火災影響評価条件の変更の要否確認 

（ア）内部火災影響評価 

設備保守箇所ＧＭは，設備改造等を行う場合，都度，

技術計画ＧＭへ設備更新計画を連絡し内部火災影響評

価への影響確認を行う。 

技術計画ＧＭは内部火災影響評価にて改善すべき知

見が得られた場合には改善策の検討を行う。 

また，定期的に内部火災影響評価を実施し，評価結

果に影響がある際は，原子炉施設内の火災に対しても，

安全保護系及び原子炉停止系の作動が要求される場合

には，火災による影響を考慮しても，多重化されたそ

れぞれの系統が同時に機能を失うことなく，原子炉の

高温停止及び冷温停止を達成し維持できることを確認

するために，内部火災影響評価の再評価を実施する。 

（イ）外部火災影響評価 

技術計画ＧＭは，評価条件を定期的に確認し，評価

結果に影響がある場合は，発電所敷地内外で発生する

火災が外部事象防護対象施設へ影響を与えないこと及

び火災の二次的影響に対する適切な防護対策が施され

ていることを確認するために，外部火災影響評価の再

評価を実施する。 

 

１．６ 定期的な評価 

（１）各ＧＭは，１．１項から１．５項の活動の実施結果に

ついて，防災安全ＧＭに報告する。 

（２）防災安全ＧＭは，１．１項から１．５項の活動の実施

結果を取りまとめ，１年に１回以上定期的に評価を行

うとともに，評価結果に基づき，より適切な活動となる

ように必要に応じて，火災防護計画の見直しを行う。 

 

 

１．７ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

当直長は，火災の影響により，原子炉施設の保安に重大

な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，当該号

炉を所管する運転管理部長に報告する。当該号炉を所管

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント No.43 

 

コメント No.43 によ

る項目変更 

 

 

 

 

 

コメント No. 64 

②TS-71 

 

コメント No.43 によ

る項目変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③その他 

（保安規定表現の統

一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③その他 

（現保安規定 17 条 3

項の記載を踏襲） 

 

 

参考資料⑤17条,17条の6,添付2,118条及び119条 各社比較表 コメントNo.64回答資料⑱
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